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２—(１) 令和８年度社会福祉
法人等指導監査について
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２ 令和８年度社会福祉法人等指導監査につ
いて
(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査の方針

・ここでは、三重県福祉監査課が実施する社会福祉
法人等指導監査についてご説明します。
・市所轄法人の「法人監査」については、各市から
の指導等に従って、ご対応ください。
・三重県が実施する監査では、外部の専門職（税理
士・社会保険労務士）との同行監査を進めます。
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２-(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査の方針

ア 指導監査実施方針（重点項目）について
・法人運営関係
・施設整備関係
・施設等運営関係
…計算書類及び財産目録に計上している資産は実在しているか。

  …資産の運用は、資金運用規程等に基づき適切に行われているか。

・施設利用者等の処遇
  …給食については、施設利用者の特性に応じた内容となっているか。

・安全対策
…事業継続続計画（ＢＣＰ）を策定等しているか。
…計画の職員への周知、計画に基づいた訓練等を実施しているか。
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２-(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査の方針

イ 指導監査実施要綱について
〇社会福祉法人等に対する指導監査等の種類

区分 周期 備考

社会福祉法人指導監査 原則として３年に１回 ・法人監査は国のガイドラインに
沿って実施。
・施設監査は条例で定める設置基
準（最低基準）について確認。
・原則として、指導監査の1か月
前に通知

社会福祉施設指導監査
老人福祉施設…原則として３年に１回
障害者支援施設等…原則として２年に１回
児童福祉施設…原則として毎年１回

※参考
介護保険法及び障害者
総合支援法に基づく
運営・実地指導

原則として６年又は３年に１回
（加えて、例年集団指導を実施）

・指定基準に定めるサービスの取
扱い、報酬の請求等について確認。
・原則として、指導監査の１か月
前に通知
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２-(１)令和８年度社会福祉法人等指導監査
の方針

ウ 三重県の社会福祉施設指導監査における
取組について
・ＩＣＴ（オンライン）による手法の利用
…実地によらない監査について、Ｚｏｏｍに
よる聴き取りによる指導監査を一部実施予定
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２-(１)-２ その他
ア 介護保険法及び障害者総合支援法に基
づく集団指導及び運営指導について

・集団指導
…令和８年５月以降に動画を三重県ホームページに掲載
する予定です。

・運営指導
…該当事業者には、実施日の概ね１か月前までに
ご連絡します。

※実施にあたってはメールか郵送で随時お知らせいたします
が、三重県福祉監査課のホームページに、実施方針や要綱等
を掲載しておりますので、適宜ご確認ください。
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